
目
　
　
　
次

規
　
　
　
則

○
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

規
　
　
　
則

山
梨
県
規
則
第
二
十
八
号

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
四
月
三
十
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
十
条
の
三
の
二
の
見
出
し
中
「
法
人
等
」
を
「
法
人
」
に
改
め
、
同
条
中
「
法
人
等
の
設
立
等

の
届
出
書
」
を
「
法
人
の
設
立
・
変
更
等
の
届
出
書
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
の
四
の
見
出
し
中
「
法
人
等
」
を
「
法
人
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
号
様
式
の
二
（
そ
の
一
）
中
「

」

を
「

」
に
、
「

」
を

「

「

」
に
、
「

」
を

」

に
改
め
、
同
様
式
（
そ
の
二
）
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
五
十
号
様
式
及
び
第
五
十
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
三
号
　
　
平
成
二
十
年
四
月
三
十
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
年

四
月
三
十
日

号
外
第
三
十
三
号

水　曜　日

法
人

等
の

設
立

等
の

届
出

書
法
人
等
の
名
称

資
本
金
等
の
額
又
は

連
結
個
別
資
本
金
等
の
額
法

法
人
の
設
立
・
変
更
等
の
届
出
書

法
人

の
名

称

法
人
等
の
設
立
等
の
届
出
書

法
法
人
等
の
名
称

人
の
設
立
・
変
更
等
の
届
出
書

人
の

名
称

資
本
積
立
金
額
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山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
三
号
　
　
平
成
二
十
年
四
月
三
十
日

二

第50号様式（第２２条関係）
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山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
三
号
　
　
平
成
二
十
年
四
月
三
十
日

三
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山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
三
号
　
　
平
成
二
十
年
四
月
三
十
日

四

第51号様式（第２２条の２関係）
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附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
十
号
様
式
及
び
第
五
十
一
号
様
式
の

改
正
規
定
は
、
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
○
○
○
号
）

の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に

基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
県
税

条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
と
み
な
す
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
三
号
　
　
平
成
二
十
年
四
月
三
十
日

五
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発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
三
号
　
　
平
成
二
十
年
四
月
三
十
日

六
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